
 

一 

 
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 
 

 

附 

則 

 

（
自
主
的
な
取
組
の
促
進
及
び
検
討
） 

第
五
十
一
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
委
員

会
に
関
す
る
制
度
の
改
革
の
趣
旨
及
び
内
容
の
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も

に
、
組
合
の
事
業
及
び
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
当
該
組
合
の
構
成
員
と

役
職
員
と
の
徹
底
し
た
議
論
並
び
に
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
（
新

農
業
委
員
会
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推

進
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
農
業
の
担
い
手
を
は
じ
め

と
す
る
農
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
間
で
の
徹
底
し
た
議
論
を
促
す
こ
と
に

よ
り
、
こ
れ
ら
の
関
係
者
の
意
識
の
啓
発
を
図
り
、
当
該
改
革
の
趣
旨
に
沿

っ
た
自
主
的
な
取
組
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
組
合
及
び
農
林
中

央
金
庫
に
お
け
る
事
業
及
び
組
織
に
関
す
る
改
革
の
実
施
状
況
（
次
項
に
お

い
て
「
改
革
の
実
施
状
況
」
と
い
う
。
）
、
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進

の
状
況
並
び
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
実
施
状
況
を
勘
案
し
、

農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
委
員
会
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
検
討
） 

第
五
十
一
条 

（
新
設
） 

         
 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
組
合
及
び
農
林
中

央
金
庫
に
お
け
る
事
業
及
び
組
織
に
関
す
る
改
革
の
実
施
状
況
（
次
項
に
お

い
て
「
改
革
の
実
施
状
況
」
と
い
う
。
）
、
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進

（
新
農
業
委
員
会
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化

の
推
進
を
い
う
。
）
の
状
況
並
び
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
実
施

状
況
を
勘
案
し
、
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
委
員
会
に
関
す
る
制
度
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、



  

二 

 
３ 
（
略
） 

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 
 

 


